
感染予防チェックリスト  （社会福祉施設用）                           様式２  

 

１．利用者の健康管理と早期発見 

□ 日頃から利用者の健康観察を実施している はい いいえ 

□ 施設全体の体調不良者等の情報が１日１回集約されている はい いいえ 

□ 体調不良の利用者には、受診を促している はい いいえ 

 

２．職員の健康管理と早期発見 

□ 日頃から職員の健康状態に問題がある場合（特に嘔吐・下痢）は報告がある はい いいえ 

□ 職員の有症状者を確認している はい いいえ 

□ 職員の体調が悪い場合、医療機関へ受診させている はい いいえ 

□ 職員の有症状者は、症状が治まるまで勤務に就いていない はい いいえ 

 

３．手洗いと標準予防策 

□ 日頃から職員・利用者・保護者・来所者の手洗いの徹底を呼びかけている はい いいえ 

□ 日頃から有症状の来所者には、面会自粛を呼びかけている はい いいえ 

□ 手洗いは、石けんと流水で、１５～３０秒以上行っている はい いいえ 

□ 手拭は使い捨てペーパータオルか個人用タオルを使用している はい いいえ 

□ 使い捨て手袋を使用した場合も、手袋をはずした後に手洗いをしている はい いいえ 

 

４．感染症予防のための環境整備 

□ 手洗い・トイレに石けんが整備されている はい いいえ 

□ 定期的に食堂・トイレ・居室・廊下等を次亜塩素酸ナトリウム希釈液で消毒している はい いいえ 

□ 嘔吐物処理用品のセット（ノロセット）を各フロアに設置 はい いいえ 

 

５．研修 

□ 職員は、年１回以上は感染症の研修を受けている はい いいえ 

□ 研修の内容は、職員会議等で共有している はい いいえ 

□ 嘔吐物の処理方法は、職員間で確認している はい いいえ 

 

６．マニュアル・連絡体制 

□ 感染症対策マニュアルが準備されている はい いいえ 

□ マニュアルには、施設内で感染症の流行を疑った際の職員からの報告・連絡方法や連絡先

が記載されている（夜間・休日含む） 

はい いいえ 

□ マニュアルには、疾患別の知識、利用者・職員の健康管理、標準予防策等、日頃から行うべ

き予防対策や発生時の対応策等は盛り込まれている 

はい いいえ 

□ マニュアルは、職員全体で共有している はい いいえ 

□ マニュアルを定期的に見直している はい いいえ 

□ 感染症担当者を決めている はい いいえ 

□ 感染症流行時は、流行していることを利用者・家族・来所者へ周知している はい いいえ 

 

施設名  確認者  



７．嘔吐・下痢の処理について 

□ 嘔吐・下痢のあった場所（居室・食堂・廊下・水道・トイレ等）、日時の確認をしている はい いいえ 

□ 嘔吐・下痢のあった場所は、次亜塩素酸ナトリウム希釈液で拭き取り消毒をしている はい いいえ 

□ 嘔吐・下痢を処理する人は、使い捨て手袋・マスク・ガウンを着用している はい いいえ 

□ 嘔吐・下痢を処理する時には、十分に換気している はい いいえ 

□ 嘔吐物が付着した可能性がある食器類は、調理室に戻す前に次亜塩素酸ナトリウム希釈液

で消毒、もしくは 85℃以上で 90秒以上になるよう熱湯消毒を行う 

はい いいえ 

□ 職員はゾーニング（施設内の清潔区域・汚染区域を分けること）を守っている はい いいえ 

□ 汚物がついた衣類等は、専用のビニール袋に密封している はい いいえ 

□ 汚物がついた衣類等は、汚物を十分に落とした後、次亜塩素酸ナトリウム希釈液に浸す、も

しくは 85℃で 90秒以上になるように熱湯消毒している 

はい いいえ 

 

８．感染拡大防止について 

□ 発症者を個室収容もしくは一室に集めている はい いいえ 

□ 職員はフロア担当にして、利用者・職員ともに、なるべく別フロアに移動しない はい いいえ 

□ 有症状者は、健常者と別の場所で食事を取るようにしている はい いいえ 

□ 有症状者の入浴は控えるか、もしくは最後にシャワー浴にしている はい いいえ 

「いいえ」の項目は早急に改善できるように検討してください。 

 

 

◆ 使用塩素濃度 

市販されている次亜塩素酸ナトリウム原液を希釈して使用します。 

 原液濃度 希釈 方法 用途 

０． ０２％ 

次亜塩素酸 

ナトリウムの調整 

１％ ５０倍 原液１０ml＋水５００ml 日常の拭き取り清掃 

手の触れる場所 

ドアノブ、リモコン等 

５％ ２５０倍 原液１０ml＋水２．５ℓ 

６％ ３００倍 原液１０ml＋水３ℓ 

０．１％ 

次亜塩素酸 

ナトリウムの調整 

１％ １０倍 原液１０ml＋水１００ml おう吐物や排泄物で 

直接汚染された場所 

排泄後のトイレの便座等 

５％ ５０倍 原液１０ml＋水５００ml 

６％ ６０倍 原液１０ml＋水６００ml 

 

◆ ペットボトルとそのキャップを使用した消毒液の作り方 

【例】原液濃度が５％の次亜塩素酸ナトリウム製剤を使用する場合 

使用塩素濃度 方法 

０．０２％ 原液２ml（ペットボトルキャップ半分量）＋水５００ml 

０．１％ 原液１０ml（ペットボトルキャップ２杯分）＋水５００ml 

 

  

 

 

 

 使用している次亜塩素酸ナトリウム希釈液は、適切な濃度ですか？ 

【連絡先】 

 加古川健康福祉事務所 健康管理課 

 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木 97-1 

 電話 079-422-0002／FAX  079-422-7589 

ペットボトルのキャップ容量は種類によって多少異なりますが、 

キャップの量を目安におおよその量で大丈夫です 


